
 管理センター警備業務 仕様書 

 

１ 目的 

本仕様書は、札幌市水道局が所管する札幌市水道局管理センター（以下「管理セ

ンター」という。）における１名体制での勤務時に、急病等の発生に備えた体制を構

築し、事故のリスク低減を目的としている。 

 

２ 業務名 

管理センター警備業務 

 

３ 警備対象施設 

 ・施 設 名：札幌市水道局管理センター 

・住  所：札幌市南区白川 1814 番地 1100 

 ・留意事項：本施設は札幌市水道局の施設であり、24 時間 365 日豊平川の水を取り

込み、オペレーターにより水質監視・調整を行う施設である。 

 

４ 委託期間 

令和８年１月 13 日～令和 13 年１月 12 日（５年間） 

なお、警備業務は１月 14 日から開始とし、1月 13 日は警備機器設置日とする。 

 

５ 業務内容 

本業務は、建築保全業務共通仕様書（令和５年度版）に基づき、安否確認のため

の定時連絡を行うことと、受託者が保有及び設置する警備機器を用いて、機械警備

業務を行うものである。 

（１）安否確認のための定時連絡 

  ア 指定時間（２３時）までに委託者（オペレーター）から受託者の指定先（基

地局）に連絡することとし、連絡がない場合は、受託者（基地局）から管理

センターに安否確認の連絡をする。 

  イ 連絡がつかない場合、受託者は管理センターに駆けつけ状況確認を実施し、

必要に応じ消防署・緊急連絡先へ連絡をする。 

（２）機械警備業務 

ア 受託者が保有及び設置する警備機器を用いて、委託者（オペレーター）が非

常通報押しボタン（無線式）により非常信号を発信し、受託者の基地局で受

信する。 

イ 受信した際、受託者（基地局）は管理センターに連絡および、受託者が設置

の画像センサーで現場の状況を画像で確認し、マイクで委託者（オペレータ

ー）へ呼びかけ、応答するか確認する。 

ウ 連絡がつかない場合は、受託者は管理センターへ駆けつけ状況確認を実施。



必要に応じ消防署・緊急連絡先へ連絡をする。 

 

６ 留意事項 

（１）急病発生に備え 24 時間 365 日対応できる体制を備えること。 

（２）管理センターへ急行した際の交通費は受託者が負担すること。 

（３）施設への入場方法や解錠用のロックナンバーは業務開始までに委託者に確認す

ること。 

（４）受託者は本業務を実施するにあたり、札幌市南区に緊急出動用の待機所を設置

すること。 

（５）受託者は毎月の警備業務が完了したときは、機械警備の実施状況、異常事態発

生時における処置内容等についての結果を「警備業務月別結果報告書」にまと

め、委託者に提出すること。 

（６）契約期間中の中途解約における委託者からの違約金等の支払いは免除とする。 

 

７ 警備機器について 

（１）警備機器を設置する場合は、事前に受託者の承認をもらうこと。 

（２）警備機器には非常通報押しボタンにより非常信号を発信する機能を備えること。 

（３）非常通報押しボタンが無線式の場合は、警備機器との通信が可能な範囲を確認

し、委託者に使用範囲について説明すること。 

（４）短時間停電時においても警備機器のシステムが動作するようにバッテリー機能

を有するものとすること。 

（５）受託者は、警備機器の設置に要する一切の費用を負担すること。 

（６）警備機器の設置において施設に損害を与えた場合は、直ちに委託者へ報告し、

受託者の費用をもって補償、又は、原形に復さなければならない。 

（７）警備機器の維持管理については事前に委託者と協議のうえ、受託者が適宜行い

常に正常に作動するように整備すること。 

（８）警備機器の維持管理作業を行ったときは、その点検結果の報告書を作成し、委

託者に提出すること。 

（９）警備機器が故障した場合、受託者は直ちに修理もしくは代替品に交換し、その

一切の費用は受託者の負担とする。また、更新又は変更が必要となった場合も

同様とする。 

（10）業務期間終了時または中途解約時は、受託者の費用をもって警備機器を撤去し

原形に復しなければならない 

 

８ 業務責任者 

  本業務における業務責任者は、警備業法で定める法定教育をすべて終了している

こと。また、業務責任者は関係する業務従事者に対し必要な指導・監督を行わなけ

ればならない。 

 



９ 業務の履行及び提出書類 

受託者は次に掲げる書類を提出すること。 

（１）業務着手時の提出書類 

ア 業務着手届（様式１）          ：着手後速やかに   １部        

イ 業務責任者指定通知書（様式２）     ：契約後速やかに   １部 

（２）作業開始日までの提出書類 

ア 業務従事者選任届（様式の指定なし）   ：履行の前日まで   １部 

イ 緊急時の連絡体制（様式の指定なし）   ：履行の前日まで   １部 

（３）業務完了時の提出書類 

ア 警備業務月別結果報告書（様式の指定なし）：毎月完了後速やかに １部 

イ 業務完了届（様式３）          ：毎月完了後速やかに １部 

（４）その他  

 ア 警備機器点検報告書（様式の指定なし）  ：点検後速やかに   １部 

 イ 業務施工協議簿（様式の指定なし）    ：協議発生時速やかに １部 

 

10 支払い方法 

（１）支払いは、各月の業務完了届受理後、受託者からの請求に基づき委託者の指定

する日に支払うものとする。 

（２）請求の際は、消費税等も合わせて請求すること。 

（３）契約開始月および終了月の委託料については、当該月の日数に応じて日割計算

により算出するものとする。日割計算は、月額委託料を当該月の暦日数で除し、

実際の業務提供日数を乗じて算出すること。 

 

11 個人情報の保護及び秘密の保持 

(１) 受託者及び業務関係者は、本業務の履行期間及び履行後において、業務上知り

得た一切の秘密を第三者に漏らしてはならない。 

(２) 受託者は、業務関係者に対し、前項の秘密の保持について適切な指導・監督を

行うこと。 

(３) 受託者は、業務従事者に対し、常時身分証明を携帯させること。 

 

12 環境への配慮 

受託者は、業務関係者に対し、札幌市環境方針を十分理解させるとともに業務と

環境配慮の関連について自覚を持つような指導をするとともに、以下のような環境

の低減に努めること。 

(１) 電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

(２) ごみ減量及びリサイクルに努めること。 

(３) 自動車等を使用する場合、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイド

リングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

 



13 一般事項 

受託者は、以下の項目を遵守し本仕様書に基づき業務を遂行しなければならない。 

(１) 法令の遵守 

受託者は警備業法や労働安全衛生法等の本業務に関連する諸法令を遵守し、

常に善良なる管理者の注意義務をもって当該業務の履行にあたること。 

(２) 感染症対策 

受託者は、感染症等に関して、平素から安全衛生管理を十分に行い、常に予防

に努めること。また、業務従事者が感染症に感染した場合は速やかに報告するこ

と。 

(３) 注意事項 

受託者は、火気の取扱には十分注意し、安全管理を徹底すること。 

また、業務の履行に当たって施設及び設備並びに機器類に損傷を与えないよう 

注意すること。なお、損傷等を与えた場合は、受託者の費用をもって修理・復元

すること。 

(４) 疑義の解釈 

本仕様書に明記のない事項及び疑義が生じたときは、業務担当者と協議するも

のとし、その内容を業務施行協議簿に記載し提出すること。  

 

14 添付資料 

別紙１ 管理センター図面 

別紙２ 指定提出書類様式（様式１～３） 

 

15 業務担当 

  一般財団法人 さっぽろ水道サービス協会 浄水部白川管理課バイパス管理係 

  電話 011-596-8481  E メール bypass.info@swsa.or.jp 

以上 


